
種
畜
証
明
書
番
号

名
前

品
種

検
査
成
績

令
六
大
分
県
臨
四
第
一
号

白
風
光
明

（
２０２３子

受
卵
大
黒
４４３０）

黒
毛
和
種

２
級

令
六
大
分
県
臨
四
第
二
号

デ
イ
ツ
シ
ヤ
ム
ナ
マ
ジ
ャ
ラ

オ
オ
イ
タ
ケ
ン
２

０３３９
（
日
豚
B
種
BB４４－

A
０００６１１）

バ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

２
級

令
六
大
分
県
臨
四
第
三
号

D２３－
３０５

そ
の
他

級
外

令
六
大
分
県
臨
四
第
四
号

D２３－
４０３

そ
の
他

級
外

令
六
大
分
県
臨
四
第
五
号

D２４－
３

そ
の
他

級
外

令
六
大
分
県
臨
四
第
六
号

D２４－
５

そ
の
他

級
外

令
六
大
分
県
臨
四
第
七
号

D２４－
１７

そ
の
他

級
外

令
六
大
分
県
臨
四
第
八
号

L２３－
４９９

そ
の
他

級
外

令
六
大
分
県
臨
四
第
九
号

W
２４－

３２

そ
の
他

級
外

令
六
大
分
県
臨
四
第
十
号

W
２４－

１０５

そ
の
他

級
外

令
六
大
分
県
臨
四
第
十
一
号

W
２４－

１０６

そ
の
他

級
外

令
六
大
分
県
臨
四
第
十
二
号

W
２４－

１０７

そ
の
他

級
外

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

令
和
六
年
度
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

林
業
種
苗
法
に
よ
る
生
産
事
業
者
の
登
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
六
十
三
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
令
和
六

年
度
の
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
六
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間
字
片
平
山
七
一
六
番
、
七
一
八
番
か
ら
七
二
〇
番
ま
で
、
七
二
二
番
、
字
尺
間

七
二
四
番
一
、
七
二
五
番
一
、
字
井
戸
ノ
平
八
一
九
番
一
、
字
森
下
八
二
三
番
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
片
平
山
七
一
六
番
・
字
尺
間
七
二
四
番
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
六
十
五
号

目

次

令

和

七

年

（ 金 曜 日 ）

第
五
八
三
号

二
月
十
四
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
二
月
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

登
録
番
号

南
部
第
四
十
七
号

二

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

井
下

順
介

佐
伯
市
宇
目
大
字
千
束
千
八
百
四
十
三
番
地
一

三

生
産
事
業
の
内
容

１

種
穂

採
取

２

苗
木

幼
苗
の
育
成

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
七
年
二
月
十
四
日

二


